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革新的ICTスタートアップ支援

総務省
・研究開発型ICTスタートアップ支援プログラム（新32-0005）





平成29年度秋レビューでの指摘とその対応
（令和元年度まで実施の「ICT イノベーション創出チャレンジプログラム」）

「秋レビューにおける指摘事項」

○「ICT イノベーション創出チャレンジプログラ

ム」については、本事業のような「死の谷」に対

する支援は、本来、技術の目利きとリスクを取る

という専門性を有し、ビジネスとしているベン

チャーキャピタルにとっては投資リスクを軽減す

る効果を生むことから、自己責任での投資より補

助金を選ぶというモラルハードが起きる可能性が

極めて大きく、安易に資金をばらまいてしまって

いる懸念がある。

以上の理由から、事業実施の必要性について、

事業の廃止を含め抜本的に見直す必要がある。

「指摘事項に対する総務省の対応」

○指摘事項を踏まえ、以下の見直しを実施。

①事業化支援機関（ベンチャーキャピタル等）に

対する補助を廃止。

②ベンチャー企業に対する補助上限額を１億円か

ら7,000万円に削減。

③また、モラルハザードを防ぐため、以下のとお

り評価プロセスの厳密な運用を実施。

・出資関係等のあるベンチャー企業と事業化支

援機関が共同申請者となることを認めない。

・民間資金のみでなく国費による支援を必要と

する案件に絞って実施。

出典：レビューシートより抜粋２

上記レビューも踏まえ、31年度予算で新規事業は認められず、継続事業のみ認められた。
→令和2年度に改めて新規予算要求







類似事業

○経済産業省で「研究開発型スタートアップ支援事業」を実施 Ⓐ

○総務省の競争的資金（SCOPE)によりICTの研究開発を支援
・その1メニューとして「破壊的イノベーション」も支援（異能べーション）Ⓑ

○総務省所管のNICT（情報通信研究機構）で「ICTスタートアップ支援センター」を運営
・「起業家万博」などのイベントを開催し、ビジネスマッチング等を実施

５上記の事業は、実質的に重複・類似していないか？

本事業の前身事業の採択案件 経産省事業（Ⓐ）の採択案件 総務省の他事業（Ⓑ）の採択案件

・医学的エビデンスに基づく、病気治療人工知能ソフトウェ
アアプリの開発（H26）
・人工知能搭載・非装着型排泄検知シート等開発（H28）

・人工知能を用いた臨床医師決定支援システム
（H29）

・画像および問診データによる皮膚疾患識別技術（H27）
・脳画像を対象とした画像解析プラットフォーム開発（H29）

・咽頭画像を用いた深層学習によるインフルエン
ザ診断医療機器開発（H30）

・単眼カメラと走行ルートの位置情報把握による交通安全
事業化（H29）

・自律走行・自律飛行用ステレオカメラの開発
（H29）

・生体群制御による養殖効率化システムの開発（H30） ・魚生体を電気的に制御する技術開
発（H27）

出典：総務省提出資料



主な論点

● 前身の事業は、平成29年秋レビューで「事業の廃止を含め抜本
的に見直す必要がある」との指摘を受けたが、本新規事業は、そ
の検証を踏まえたものとなっているか。

● 総務省の他事業及び他省庁のベンチャー支援事業との役割は実
質的に重複・類似しているのではないか。

● 個別の事業費に国費を投入することについてどう考えるのか。

６


